
ま
す
。

新
し
い
使
用
料
の
内
容
は
次

の
と
お
り
で
す
。

【
下
水
道
使
用
料
】

一
般
の
汚
水
に
つ
い
て
は
、

基
本
料
金
が
１
４
０
円
の
値
上

げ
で
、
１
８
０
０
円
と
な
り
ま

す
。
率
で
は
8.4
％
の
改
定
と
な

り
ま
す
。

超
過
料
金
に
つ
い
て
は
１
立

方
メ
ー
ト
ル
当
た
り
１
６
０
円

が
１
８
０
円
（
20
円
の
増
）
に

な
り
ま
す
。
率
で
は
12
・
５
％

の
改
定
と
な
り
ま
す
。

今
回
の
改
定
で
は
、
基
本
料

金
の
改
定
率
よ
り
超
過
料
金
の

改
定
率
の
方
が
、
大
き
く
な
っ

て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
基
本
水

量
以
内
の
少
量
利
用
者
へ
配
慮

し
た
も
の
で
す
。

農
業
集
落
排
水
事
業
（
達
美
、

活
汲
地
区
の
下
水
道
）
の
料
金

は
、
下
水
道
料
金
と
同
額
で
す
。

【
個
別
排
水
使
用
料
】

基
本
料
金
は
据
え
置
き
、
人

槽
別
料
金
を
引
き
上
げ
ま
す
。

金
額
は
、
合
併
浄
化
槽
ご
と
に
、

下
の
個
別
排
水
処
理
施
設
の
新

旧
料
金
の
比
較
の
使
用
料
比
較

の
欄
の
額
の
と
お
り
で
す
。
引

き
上
げ
率
は
、
合
併
浄
化
槽
の

大
き
さ
に
よ
り
変
わ
り
ま
す
。

【
し
尿
処
理
手
数
料
】

10
リ
ッ
ト
ル
当
た
り
１
０
０

円
か
ら
１
３
０
円
へ
、
30
％
引

き
上
げ
ま
す
。
し
尿
処
理
手
数

料
が
、
収
集
・
処
理
費
用
に
占

め
る
割
合
は
約
５
割
で
す
。

下
水
道
事
業
で
は
、
汚
水
を

処
理
す
る
た
め
の
費
用
は
、
使

用
料
で
賄
う
こ
と
が
大
原
則
で

す
。
汚
水
を
処
理
す
る
た
め
の

費
用
と
は
、
下
水
道
管
理
セ
ン

タ
ー
や
汚
水
管
の
維
持
管
理
費

用
で
あ
る
汚
水
処
理
費
と
、
資

本
費
と
い
わ
れ
る
施
設
の
建
設

工
事
な
ど
の
た
め
に
借
り
た
借

入
金
の
元
利
償
還
金
で
す
。
平

成
22
年
度
の
こ
れ
ら
の
費
用
は

約
２
億
８
２
５
６
万
円
で
、
本

来
な
ら
ば
こ
れ
全
部
を
使
用
料

で
賄
う
こ
と
が
理
想
で
す
。

し
か
し
、
平
成
22
年
度
の
下

水
道
の
使
用
料
収
入
は
約
５
９

１
４
万
円
で
す
の
で
、
実
際
に

使
用
料
で
賄
お
う
と
し
た
場
合
、

今
の
何
倍
に
も
し
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
現
在
は
、

使
用
料
で
不
足
す
る
分
は
一
般

会
計
か
ら
の
繰
入
金
に
よ
り
補

っ
て
い
る
の
が
実
状
で
す
。

一
般
会
計
か
ら
の
繰
入
金
は

税
金
で
す
か
ら
、
下
水
道
に
多

く
の
繰
入
金
を
投
入
す
る
こ
と

は
受
益
と
負
担
の
原
則
か
ら
外

れ
る
こ
と
に
も
な
り
ま
す
。

こ
う
し
た
状
況
に
一
つ
の
方

向
性
を
出
し
た
の
が
、
平
成
18

年
度
に
上
下
水
道
運
営
審
議
会

が
出
し
た
答
申
で
し
た
。
厳
し

い
財
政
事
情
の
中
、
自
主
・
自

立
ま
ち
づ
く
り
検
討
会
議
の
提

言
を
踏
ま
え
て
審
議
さ
れ
た
結

果
、
一
般
会
計
か
ら
の
繰
り
入

れ
に
頼
る
下
水
道
事
業
に
つ
い

て
は
汚
水
処
理
費
を
使
用
料
で

賄
う
こ
と
を
原
則
と
し
な
が
ら

も
、
住
民
負
担
が
大
き
く
な
る

こ
と
か
ら
、
汚
水
処
理
費
の
う

ち
の
維
持
管
理
経
費
を
使
用
料

で
賄
う
こ
と
が
望
ま
し
い
と
し

ま
し
た
。
そ
し
て
全
額
を
賄
う

と
い
う
目
標
の
達
成
を
10
年
後

と
し
、
５
年
ご
と
に
使
用
料
を

見
直
す
と
し
た
も
の
で
し
た
。

今
年
は
そ
の
５
年
後
に
当
た

る
こ
と
か
ら
、
昨
年
、
料
金
の

改
定
に
つ
い
て
上
下
水
道
運
営

審
議
会
に
諮
問
を
行
い
、
議
会

の
議
決
を
得
た
も
の
で
す
。

今
回
の
改
定
に
よ
り
、
使
用

料
が
維
持
管
理
費
に
占
め
る
割

合
は
約
80
％
か
ら
88
％
に
な
り

下
水
道
は
皆
さ
ん
が
衛
生
的
で
快
適
な
生
活
す
る
う
え
で
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
施
設
と

な
り
ま
し
た
。
ま
た
、
生
活
排
水
を
き
れ
い
に
し
て
水
の
循
環
を
保
つ
こ
と
は
、
美
し
い
環

境
を
守
る
た
め
に
大
切
な
こ
と
で
す
。
町
で
は
下
水
道
事
業
の
安
定
的
な
運
営
の
た
め
平
成

19
年
度
か
ら
計
画
的
に
下
水
道
使
用
料
の
見
直
し
を
行
い
、
下
水
道
使
用
料
で
汚
水
処
理
費

の
う
ち
の
維
持
管
理
費
を
賄
う
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。
前
回
改
定
か
ら
５
年
目
を
迎
え
、
昨

年
、
上
下
水
道
運
営
審
議
会
か
ら
答
申
を
受
け
、
12
月
定
例
町
議
会
で
使
用
料
金
を
改
定
す

る
条
例
案
が
可
決
さ
れ
ま
し
た
。
新
し
い
基
本
料
金
は
平
成
24
年
４
月
分
か
ら
対
象
と
な
り
、

超
過
料
金
は
４
月
検
針
分
か
ら
適
用
に
な
り
ま
す
。

な
ぜ
、
料
金
を
改
定
す
る
の
で
す
か
？

受
益
と
負
担
の
原
則
と
、
下
水
道
事
業
に
対
す
る
一
般
会

計
か
ら
の
補
て
ん
を
軽
減
し
ま
す
。

前
回
答
申
を
踏
襲
し

な
が
ら
使
用
料
等
を

検
討

下
水
道
の
基
本
料
金

は
１
４
０
円
（
8.4
％
）

の
引
上
げ

区　　分

公衆浴場の汚水

基　本　料　金

基本水量 料　　金 １K当たり

１０K� １，６６０円 １６０円

１Kにつき　４６円

改　　定　　前　　料　　金

一 般 の 汚 水

超過料金 基　本　料　金

基本水量 料　　金 １K当たり

１０K� １，８００円 １８０円

１Kにつき　５０円

改　　定　　後　　料　　金

超過料金

下水道使用料の改定による新旧料金の比較 平成24年４月１日から適用

区　分

５人槽

６人槽

７人槽

８人槽

１０人槽

１３人槽

１４人槽

１５人槽

１６人槽

１８人槽

２１人槽

基本料金

２，０００

２，０００

２，０００

２，０００

２，０００

２，０００

２，０００

２，０００

２，０００

２，０００

２，０００

人槽別料金

４００

４８０

５６０

６４０

８００

１，０４０

１，１２０

１，２００

１，２８０

１，４４０

１，６８０

合計使用料

２，４００

２，４８０

２，５６０

２，６４０

２，８００

３，０４０

３，１２０

３，２００

３，２８０

３，４４０

３，６８０

基本料金

２，０００

２，０００

２，０００

２，０００

２，０００

２，０００

２，０００

２，０００

２，０００

２，０００

２，０００

人槽別料金

７００

８４０

９８０

１，１２０

１，４００

１，８２０

１，９６０

２，１００

２，２４０

２，５２０

２，９４０

合計使用料

２，７００

２，８４０

２，９８０

３，１２０

３，４００

３，８２０

３，９６０

４，１００

４，２４０

４，５２０

４，９４０

３００円増

３６０円増

４２０円増

４８０円増

６００円増

７８０円増

８４０円増

９００円増

９６０円増

１，０８０円増

１，２６０円増

使用料比較
改 定 前 料 金 （円） 改 定 後 料 金 （円）

個別排水処理施設（合併浄化槽）の使用料改定による新旧料金の比較 平成24年４月１日から適用

※３０人槽＝町営住宅本岐第２団地にお住まいの方は、使用者で按分することにより２,２００円（月額）となります。

し尿処理手数料の新旧比較

改 定 前 改 定 後

１０Rにつき１００円

平成24年４月１日
から適用

１０Rにつき１３０円

料金改定の問い合わせ先 （代表電話７６－２１５１）

○下水道使用料 役場上下水道担当（内線253・254番）

○し尿処理手数料　　役場生活環境担当（内線215番）

使用水量

１０K

１２K�

１４K�

１６K�

１８K�

２０K�

２５K�

改定後

1，800

2，160

2，520

2，880

3，240

3，600

4，500

改定前

1，660

1，980

2，300

2，620

2，940

3，260

4，060

使用水量別の料金比較 （円）

※　料金の計算方法

（12Kの場合）

基本料金　　超過水量　超過料金　下水道使用料

新　1，800円＋（2K ×　180円）＝2，160円

旧 1，660円＋（2K ×　160円）＝1，980円

下
水
道
使
用
料
・
し
尿
処
理
手
数
料
が

４
月
１
日
か
ら
変
わ
り
ま
す
！


